
：

：

： 令和 年 3 月

： 令和 ～ 令和 年度

１．事業概要

（１）

　①事業の現況
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（２） 現在の経営状況

（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

（３） 介護需要の予測

（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

　平成２１年４月　指定管理制度導入

　令和６年３月に策定した薩摩川内市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画によると、介護サービス事業を提供している
下甑島地域においては、今後も人口及び６５歳以上の高齢者人口が引き続き減少することが予測されている。

　「（２）高齢者人口等の予測」で述べたとおり、高齢者人口は減少し続けるが、２０４０年までは要介護認定者の増加が見込ま
れていることから、介護需要も同様ではないかと予測している。

　特別養護老人ホーム甑島敬老園は、平成７年４月に開所しており、今後、施設の老朽化が懸念されるところであるが、離島と
いう地域的特性を踏まえ、本市としては引き続き設置を見込んでいる。

　甑島地域の市民に対して、次の機能を提供する。
　指定介護老人福祉施設：要介護３から５の要介護認定を受けている方の入所措置を行う。
　老人短期入所施設：疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった者に対し、短期間施
設に入所し、日常生活全般の介護を受けることができるサービスを提供する。６５歳以上で、「要支援」又は「要介護」と認定され
た方が利用できる。
　デイサービス：送迎付きの通いで入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導等のサービスを提供する。

　指定管理者である社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会により、効率化・健全化が図られている。
　利用料金制であるため、市から指定管理料の支払いはない。

　該当なし



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 指定管理者の現在の経営状況については、定期的に点検・評価・公表することとしている。

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

④　公営企業として実施する必要性など

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

利用状況に関する事項 　該当なし

資金管理・調達・繰入金に関する事項 　該当なし

　該当なし

　離島という地域的特性を踏まえ、本市としては引き続き設置するとともに、指定管理者制度（利用料金制）により運営を行う。

（２）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

民間の活力の活用に関する事項
（ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

　該当なし

　施設の利用状況等から総合的に判断する。

その他

　既に指定管理者制度（利用料金制）を導入している。

　該当なし

　認知症や要介護状態になっても、市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるようにする。

施設等の統合・縮小・廃止に関する事項

地域包括ケアシステムの構築に関する事項

資産の有効活用に関する事項 　該当なし

介護報酬の新たな加算の取得等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　５年ごとに改定を行うことを基本とするが、毎年度の進捗管理を踏まえ、必要に応じ
て、見直しを図ることとする。

その他

　該当なし

　該当なし

　該当なし

　該当なし

その他

職員給与費の適正化に関する事項

組織体制の効率化に関する事項

民間の活力の活用に関する事項
（指定管理者制度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など）

　既に指定管理者制度（利用料金制）を導入している。

公営企業として実施する必要性

事業の意義、提供する
サービス自体の必要性

　離島という地域的特性から、都市部と異なり民間事業者による施設整備は期待できな
い。今後も市民が安心して生活するためにも、引き続き、市が施設を設置し、社会福祉
法人薩摩川内市社会福祉協議会と連携して指定管理者制度（利用料金制）により運営
を行う必要がある。


